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序 文 

 

ザンビア国は、安定的且つバランスの取れた経済基盤の構築及び貧困削減を目的に、基礎イン

フラである電力供給の強化を図っています。その中でも、電力へのアクセス向上を最優先課題と

位置づけ、2030 年までに地方電化率を 3.1%から 50%に、都市電化率を現在の 48%から 90%にす

ることを目指しており、日本政府の支援により地方電化マスタープランを策定いたしました。 

地方電化マスタープランの策定後は、エネルギー・水資源開発省エネルギー局の監理の下、地

方電化庁が地方電化事業の計画及び実施を担当することになりますが、現在のエネルギー局及び

地方電化庁職員の能力ではそれら業務を効率的に実施するのは困難な状況です。 

このような背景から、ザンビア国政府はわが国に対して、地方電化事業実施能力向上のための

技術協力プロジェクトを我が国に要請してきました。 

これを受けて当機構は 2007 年 11 月に事前評価調査団を派遣し、現状の調査を実施すると共に

協力内容について先方政府と協議した結果、2008 年 12 月に討議議事録（R/D）の署名に至りまし

た。これにより、「地方電化能力開発プロジェクト」を 3年間にわたって実施することとなりまし

た。 

本報告書は、上記調査結果及び協議結果を取りまとめたもので、今後のプロジェクトの実施に

当たって広く活用されることを願うものです。 

ここに、これまで調査にご協力頂いた外務省、経済産業省、在ザンビア大使館など、内外関係

機関の方々に深く謝意を表すと共に、引き続き一層のご支援をお願いする次第です。 

 

 

平成 21 年 4 月 

 

 

独立行政法人 国際協力機構 

産業開発部長 新井 博之 
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第1章 調査の概要 

1-1 調査の目的 

ザンビア（以下「ザ」国）は、安定的且つバランスの取れた経済基盤の構築及び貧困削減

を目的として、基礎インフラである電力供給の強化を図っている。その中でも、電力へのア

クセス向上を最優先課題と位置づけ、2030 年までに地方電化率を 3.1%から 50%に、都市電化

率を現在の 48%から 90%にすることを目指しており、現在日本政府の支援により地方電化マ

スタープランを策定中である。 

地方電化マスタープランの策定後は、エネルギー・水資源開発省エネルギー局の監理の下、

地方電化庁が地方電化事業の計画及び実施を担当することになるが、現在のエネルギー局及

び地方電化庁職員の能力ではそれら業務を効率的に実施するのは困難な状況である。そうし

た状況を改善すべく、それら職員の能力向上に資する支援が求められている。また事業実施

予算に関しては、基本的に電気料金から徴収される地方電化基金を活用することになるが、

それに加えて各ドナーに資金をファンドに提供してもらうためには透明性があり説明責任を

果たすことのできるファンド運営を目指す必要がある。 

また、2007 年には、第 5 次国家開発計画（2006 年－2010 年）及び VISION2030(2030 年ま

での中長期国家開発計画)を発表し、2030 年までに中所得国になることを謳いつつ、第 5 次国

家開発計画の中では、エネルギーセクターを重点セクターと位置づけ、エネルギー供給の強

化を実施していくことが明示されている。 

 

本調査団は、ザンビア側関係機関との協議を通じて、本協力に関する基礎情報を確認する

とともに、本協力を実施する際の先方の実施枠組を確認し、協力内容について合意を形成す

ることを目的とする。また併せて本協力ついての妥当性、有効性についての事前評価を行う。 

 

1-2 調査団員構成 

No. Name Job Title Occupation 
Period 

(Arr.-dep.) 

1 林 俊行 団長 JICA 国際協力専門員 
Nov.18-Nov.28 

(Nov.18-Nov.27) 

2 大類 久里 地方電化協力 
JICA 経済開発部第二グループ電

力・エネルギーチーム特別嘱託 
Nov.18-Nov.28 

(Nov.18-Nov.27)

3 安嶋 雅典 協力企画 
JICA 経済開発部第二グループ 
電力・エネルギーチーム 

Nov.14-Nov.28 
(Nov.14-Nov.27)

4 福田 創 協力計画 JICA ザンビア事務所 (Nov.18-Nov.27)

5 佐久間 美穂 評価分析 コンサルタント 
Nov.14-Nov.28 
(Nov.15-Nov.27) 

6 小川 忠之 配電計画 コンサルタント 
Nov.14-Nov.28 
(Nov.15-Nov.27) 
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1-3 調査日程 

林団長 安嶋団員 佐久間団員

大類団員 小川団員
福田団員

【 QM731 05:45 リ ロ ン グ ェ →
06:30 ハラレ】

14 Nov
【 ZM350 12:00 ハ ラ レ →
12:45 ルサカ】

【JL735成田18:15→22:20香港】

(Wed)
15:00　JICAザンビア事務所打ち合わせ

【SA287香港23:50→07:10ヨハネスブルグ】 Lusaka

15 Nov 【SA062ヨハネスブルグ10:50→12:50ルサカ】

(Thu) Lusaka

16 Nov

(Fri) Lusaka

17 Nov

(Sat) Lusaka

18 Nov 【リロングェ→ルサカ】

(Sun) ・団内打ち合わせ、資料整理 Lusaka

19 Nov 09:00 JICAザンビア事務所長表敬

10:00 エネルギー水資源開発省次官表敬

14:30 DOE, REA協議

(Mon) Lusaka

20 Nov

(Tue) 14:00 ワークショップ Lusaka

21 Nov
(Wed)

Lusaka

22 Nov

(Thu)

Lusaka

23 Nov

(Fri)

24 Nov

(Sat) Lusaka

25 Nov

(Sun) Lusaka

26 Nov 10:00 M/M署名

(Mon)

16:30 在ザンビア日本大使館報告 Lusaka

27 Nov

(Tue)

28 Nov
(Wed)

日付

09:00 SIDA協議

17:00 ZESCO協議

行　　　程

08:30 ZESCO協議

現地踏査（Chongwe郡)

10:30 SARO意見交換

12:00 SUNTECH意見交換

宿泊

14:30 教育省打ち合わせ

09:00 DOE,REA　PDM協議

16:00 UNDP協議

16:00 地方電化庁(:REA)協議

16:30 EML意見交換

16:30 在ザンビア日本大使表敬（林、安嶋、福田）

18:00 UNIDO打ち合わせ（林、安嶋、小川）

14:30 JICAザンビア事務所報告

AM    団内打ち合わせ

12:00 ザンビア大学意見交換

PM    団内打ち合わせ

14:30 JICAザンビア事務所打ち合わせ、ブリーフィング

【SA067Lusaka07:20→09:25Johannesburg】

【CX748Johannesburg13:10→07:35Hong kong】

【JL736Hong Kong10:35→15:25Narita】

09:00 SIDA主催ワークショップ参加（小川）

・団内打ち合わせ、資料整理

16:00 ZESCO　M/M協議

10:00 REA　M/M協議

17:30 REA意見交換（林、大類、小川）

・団内打ち合わせ、資料整理

14:00 DOE　M/M協議

 

1-4 主要面談者 

Department of Energy, Ministry of Energy and Water Development 
Mr. Peter Mumba   Permanent Secretary 

Mr. O.S. Kalumiana Director 

Mr. Clement Sasa Acting Assistant Director, Department of Energy 

Mr. Patrick Mubanga Senior Electricity Officer 

Mr. William Sinkala Electrification Officer 

 

Rural Electrification Authority 

Mr.Wilfred Serenje CEO 

Mr. Godwell Simbeya Senior manager planning and projects 

Mr. Aubrey Mulenga Geographic information systems officer 

Mrs. Jacqueline Musonda Economic Specialist 

 

ZESCO 

Mr. Alvin Monga Director, Engineering Development 
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Mr. Kennedy Sichone Senior Manager, Distribution Development 

 

Ministry of Education 

Mr. Bernaed Mwange Electrical Engineering, School Infrastructure Section 

 

The University of Zambia 
Prof. Prem Jain UNESCO Chair, Renewable Energy & Environment 

 

SIDA 

Mr. Henrik Riby First Secretary, Private Sector Development 

 

UNDP 

Mr. Amos Muchanga Programme Analyst / Environment  

Ms. Annalisa Lodato GEF Programme Analystt 

 

UNIDO 

Dr. Pradeep MongaChief,  Renewable and Rural Energy Unit,  Energy and Cleaner 

Production Branch Programme Development and Technical 

Cooperation Division 

Mr. Geoffrey Musonda Project Coordinator, Renewable Energy-Based Electricity 

Generation for Isolated Mini-Grids in Zambia 

 

在ザンビア日本大使館 

三田村 秀人 在ザンビア日本大使 

平田 裕一  二等書記官 

 

JICA ザンビア事務所 

鍋屋 史朗  所長 
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第2章 協議の概要 

2-1 調査結果概要 

(1) プロジェクトの背景と関係書類の確認 

プロジェクトの背景を述べて、このプロジェクトの目的を確認し、PDM、PO、そして RD

のドラフトの内容を協議・確認した。PDM 協議の中で、本件の案件名を“Capacity Development 

for Rural Electrification”とした。 

(2) ZESCO の参加の必要性 

ZESCO はこの国最大の電力事業体であり、本技プロは ZESCO の参加が必要不可欠である

点を確認した。 

(3) その他の関係者 

電気は地方で社会サービスの改善に貢献するもので、教育省や保健省など既に自分たちの

努力により太陽光発電を使った地方の公共施設電化を行なっている政府組織や地方自治体、

そして設置と維持管理を担う民間事業者などの参加も重要である点確認した。 

(4) Joint Working Group （JWG） 

PDM では DOE と REA は第一のプロジェクト対象者とし、ZESCO は第 2 のプロジェクト

対象者としているが、この 3 者をコアメンバーとした JWG をプロジェクト活動の連絡調整の

ために設置することとし、プロジェクトを実際に実施している実務家会議として位置付けた。

また必要に応じて教育省や保健省などの関係機関からも参加可能なグループとした。 

(5) 技プロの実施期間 

マイクロ水力の建設までに時間がかかること、また多岐に及ぶプロジェクト活動で個々の

C/P の能力開発を行い、その能力が組織の能力として定着するためには 3 年間では短い可能

性があり、中間評価か終了時評価でプロジェクトの延長を検討する必要がある事を指摘した。 

(6) 実務経験の重要性 

マスタープランの計画を実施するには、毎年かなりの調査と工事業務を実施してゆかなけ

ればならず、多くの業務を外部委託して実施してゆくことになる。しかしほとんど現場経験

がない状況で REA が委託調査や工事を行なうと、適正な調査仕様書や工事仕様書などを作成

できず、また成果品の報告書を適正に検討できず建設工事の工事管理も適正に実施すること

ができない恐れが強い。その結果できあがった配電線などの設備は中途半端なものになるこ

とが予想される。このようなことを避けるには、まず REA 自身が現場で実務的な経験をして

からこのような委託事業を始めることが必要であり、DOE と REA 自身の実務経験をこのプ

ロジェクトでつけることが重要であることを確認した。 
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(7) REA の人員 

REA の人員は、12 月に Legal Officer が就任予定で、現在の組織図上のポジションにはすべ

て人材が確保されることになる。しかし広い国土を相手に、多岐にわたる地方電化事業をこ

のプロジェクトのなかで日本人専門家と共に実施してゆくには、現在の人員で不十分である

恐れが PDM を検討する中で明らかとなった。このため REA は DOE とともに、人員増強に

向けて検討することを確認した。 

 

2-2 調査結果 
調査・ 

協議事項 
現状及び問題点 対処方針 調査結果 

(1) 地 方

電化事業

の現状及

び実施体

制・組織

の確認 

 現在「地方電化マス

タープラン開発調

査」をJICAにて実施

中であり2008年1月
に完成予定である。 

 カウンターパート

機関はエネルギー

局 (Department of 
Energy), 地方電化

庁 (Rural 
Electrification 
Authority)である。   

 電化方法として主

に挙げられるのは、

配電線延伸、小水力

発電、太陽光発電で

ある。 

 マスタープラン調査のカウン

ターパートへの認識について

確認する。 
 現在の地方電化事業の実施方

法を確認する。 
 地方電化基金の使用状況を確

認する。 
 現在の組織体制及び活動状況

を確認し、本プロジェクト実

施体制を確認する。 
 ザンビア国内で大半の電力設

備を保有し、かつ地方電化事

業のほとんどを実施している

ZESCOをプロジェクトに関わ

りあえるよう調整する。 
 太陽光発電設置にかかる技術

的問題、太陽光発電装置のデ

ィーラー等を確認する。 

 開発調査で作成されたマスター

プラン(M/P)が国家計画として承

認される予定である。マスター

プランの実施に至るアップデー

トについての能力が不足し、日

本の協力が必要であることが確

認された。 
 REA設立以前、DOEはF/S,D/D,
工事管理をZESCOに依存し、工

事契約などはほとんど行なわず

資金丸投げ状態であった。REA
設立後も状況はほとんど同じだ

ったが、今年4月に人員が整備さ

れたことから建設工事について

は競争入札への体制を整えよう

としている。 
 地方電化ファンドにより形成し

た資産の管理体制が整備されて

いない。 
 DOEは地方電化に係る政策決

定、法制度整備としての役割に

特化し、具体的な電化プロジェ

クトの計画、実施はREAが担当

している。 
 ZESCOの本プロジェクトに対す

る協力も確認された。 
 Lusakaにおける太陽光ディーラ

ー及び地方部における太陽光発

電設備の設置状況を確認した結

果、利用者は電気製品を太陽光

システムの容量以上利用し、利

用時間が長時間に及ぶなど使用

上の注意を守らず故障させてし

まっている。またメンテナンス

の体制も整っておらず、利用者

の評価は高くないことが確認さ

れた。 
(2) 他 ド

ナーの協

力の動向 

 現在SIDAにおいてエ

ネルギー水資源開発

省及び地方電化庁に

対し、 
 地方電化基金運営

マニュアルの策定

支援 

 SIDAの支援内容、今後の方向

性について確認する。 
 今後の JICA協力に対する期

待、連携の可能性について確

認する。 

 SIDAは2006年からREAのキャパ

シティ・ディベロップメントと

して、REFの設立、運営に係る支

援を実施している。具体的には

短期専門家を継続的に派遣し、

民間資金の地方電化事業への参

入などの制度的枠組整備を行な
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 電気料金コスト分

析調査等 
の支援を行っている。 

っている模様である。 
 UNIDOではPV、バイオマス（ガ

ス化）、小水力発電によるミニ

グリッド導入を支援している。

PVについては、DOE及びREAを

カウンターパートとして、ミニ

グリッド（40kW）とソーラーラ

ンタンを合わせて導入する予定

である。 
 UNDPは再生可能エネルギー導

入のための戦略的フレームワー

クとして、民間参入のための支

援策等を検討している。 
 いずれのドナーも、本技術協力

の内容を把握した上で、今後も

ドナー会合などを通じた、JICA
との緊密な連携の必要性を確認

している。 
(3) 協 力

内容の確

認 
 
 

 現在の要請内容は対

処方針資料5.のとお

り 
 プロジェクト目標の

妥当性、成果の妥当

性について検討する

必要がある。 
 プロジェクト目標、

成果を達成するため

に必要な活動内容、

範囲、投入規模、内

容、評価の指標等に

ついて整理し、先方

と合意する必要があ

る。 

 要請書とおりで内容に変更が

ないか確認する。 
 ワークショップにおいて関係

者間で議論し、課題を明らか

にするとともに、カウンター

パートの意見を把握する。 
 ワークショップの結果も考慮

して、プロジェクト目標、成

果、活動、投入について検討、

整理する。 
 評価5項目により計画の妥当

性を評価する。 
 協力内容全般について先方と

協議し、合意を形成する。 
 協議議事録によるR/D案、PO
案、PDM案の合意とプロジェ

クトTOR案の検討。 

 要請段階ではM/Pに基づいた地

方電化の実現であったが、地方

電化事業実施に至る際の資金問

題、及びREAの能力が不足して

いることから、プロジェクト名

を「地方電化能力開発プロジェ

クト」と変更することについて

先方機関の同意が得られた。 
 要請書では実施機関がDOEであ

ったが、実際はREAであった。

協力においてはREAを主実施機

関とし、DOE及びZESCOの協力

の下実施する。 
 ５項目評価結果は9.のとおり 
 ワークショップの場において

PDM, POの内容について先方と

の協議を行い合意を得られた。

詳細は本文｢2－3」と付属資料2
のとおり。 

(4) 投 入

内容の検

討 

 協力内容に対応した

専門家投入分野、活

動期間等について検

討する必要がある。 
 本プロジェクトの各

活動を実施する上で

必要な機材、予算に

ついて確認する必要

がある。 
 本プロジェクトの各

活動を実施する上で

必要なカウンターパ

ートの配置、ローカ

ルコストの負担につ

いても確認する必要

がある。 

 左記の投入に関する協議を行

う。 
 投入については長期専門家１

名及び短期専門家数名及び

C/P研修とした。詳細は本文｢2
－3」と付属資料2のとおり。 

 投入について、当初現在隣国

マラウィにて実施中の「マラ

ウィ地方電化推進プロジェク

ト」程度を想定していたが、

ザンビアではマスタープラン

で優先順位がつけられたパッ

ケージ内のRGC電化計画策定

から支援を行なう必要がある

こと、またマラウイと比べて

国土が非常に広いため地方に

分散したプロジェクトマネー

ジメントを提案し定着させる

必要があること、太陽光発電

についてはマラウイと異なり

まだ人材育成がほとんど実施

されていないことなどから、

想定以上の投入規模となっ

た。 
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(5) そ の

他 
 現在実施中の技プロ「マラウィ地方電化推進プロジェ

クト」内において、地域間協力としてザンビア側カウ

ンターパート３名をマラウィへ派遣し、合同で地方電

化ワークショップや現場見学を行いザンビアカウンタ

ーパートの地方電化への理解を促進させる協力を、本

事前調査直前に実施する。 
 現在ザンビアを対象とした「電力サービスアクセス増

加事業」に係る案件形成促進調査(SAPROF)が実施中で

ある。事業スコープとして、 
 地方の配電網延伸 
 都市近郊の配電網強化 
 小水力発電 

  が含まれている。 

 マラウィでは地方電化プロジ

ェクトが既に実施されてお

り、ザンビア側C/Pとマラウィ

側C/Pとの間でかなり細かい

ところまで議論が実施され、

ザンビア側の参加者には学ぶ

ことの多いワークショップで

あった。 
 調査期間中、ザンビア財務相

が、JBICとの協調融資パート

ナーである世銀の融資を固辞

する状況が発生した。 
 

   

 

2-3 プロジェクト概要 

(1) プロジェクト名 

地方電化能力開発プロジェクト 

 

(2) 実施機関 

地方電化庁（Rural Electrification Authority: REA) 

 

(3) ターゲットグループ 

直接ターゲットグループ： 

 地方電化庁（Rural Electrification Authority: REA) 

 エネルギー水開発省エネルギー局（Department of Energy: DOE） 

間接ターゲットグループ： 

 ZESCO 

 

(4) 実施期間 

2008 年～2010 年（3 年間） 

 

(5) 上位目標 

地方電化マスタープラン（REMP）に従って、地方部での電化が促進される。 

 

(6) プロジェクト目標 

REMP の実施及び更新に係る DOE 及び REA の能力が強化される。 

 

(7) 成果 

1. DOE/REA の地方電化年間計画策定のための技術的能力が開発され強化される。 

2. REA の地方電化実施のための技術的能力が強化される 
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3. REA のプロジェクトのマネージメント体制が改善され強化される 

4. DOE 及び REA の太陽光発電システム普及のための環境整備・管理能力及び公的機関、

民間技術者（ZESCO 等）の同システム設置、維持管理のための技術的能力が開発され強

化される 

5. 地方電化マスタープラン(REMP)を更新する能力が開発され強化される 

6. REA の地方電化基金の財務管理能力が開発され強化される 

 

(8) 活動 
1-1. REMP の Rural Growth Centre (RGC)パッケージ化手法をレビューする。 

1-2. RGC 電化計画の調査対象パッケージを選定する。 

1-3. 技術、経済、財務、環境、社会分析等を含む RGC 電化計画のための研修を実施する。 

1-4. 配電線延伸、小水力発電、太陽光発電システムによる RGC 電化計画策定に必要なデー

タ・情報を収集するために RGC を踏査する。 

1-5. RGC 電化計画策定のためのマニュアルを作成する 

1-6. 配電線延伸及び小水力発電による RGC 電化のための F/S を実施する。 

1-7. 配電線延伸及び小水力発電による電化の F/S マニュアルを作成する。 

1-8. 計画策定に上述のマニュアルを活用し、必要に応じて更新する。 

 

2-1. 配電線延伸および小水力発電による電化の詳細調査・設計（D/D）を行う。 

2-2. 配電線延伸および小水力発電による電化の D/D マニュアルを作成する。 

2-3. D/D マニュアルを活用し、必要に応じて更新する。 

2-4. 建設工事を施工監理する。 

2-5. 施工監理のためのマニュアルを作成する。 

2-6. 施工監理のためのマニュアルを活用し、必要に応じて更新する。 

 

3-1. RGC 電化計画の調査のための入札書類を作成する。 

3-2. RGC 電化計画のための契約プロセスを遂行し、必要に応じて契約書類を見直す。 

3-3. 配電線延伸及び小水力発電電化の F/S のための入札書類を作成する。 

3-4. 配電線延伸及び小水力発電電化の F/S のための契約プロセスを遂行し、必要に応じて契

約書類を見直す。 

3-5. 計画業務のプロジェクトマネージメントのためのマニュアルを作成する。 

3-6. 配電線延伸により電化される RGCs を再パッケージする。 

3-7. 小水力発電により電化される RGCs を再パッケージする。 

3-8. 配電線延伸及び小水力発電による電化の再パッケージの、D/D、機材調達、建設に係る

入札書類をそれぞれ作成する。 

3-9. D/D の契約プロセスを遂行し、必要に応じて契約書類を見直す。 

3-10. 機材調達のための契約プロセスを遂行し、必要に応じて入札書類を見直す。 

3-11. 建設のための契約プロセスを遂行し、契約書類を必要に応じて見直す。 

3-12. 現行のプロジェクトマネージメント体制を見直し、評価する。 
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3-13. 地方に分散したメカニズムを含む、改善されたプロジェクトマネージメント体制を導

入する。 

 

4-1. DOE 及び REA を対象に、太陽光発電システムの基礎研修を実施する。 

4-2. 太陽光発電システムの技術基準を策定する。 

4-3. 地方電化のための太陽光発電システム普及の戦略計画を作成する。 

4-4. 戦略計画に基づき、人材開発計画を作成する。 

4-5. トレーナーズトレーニングのためのテキスト及びマニュアルを作成する。 

4-6. 人材開発計画に基づき、トレーナーズトレーニングを実施し、必要に応じてテキスト

及びマニュアルを改訂する。 

4-7. 検査員及び技術者（エンジニア）のためのトレーニングテキスト及びマニュアルを作

成する。 

4-8. 人材開発計画に基づき、検査員及び民間技術者（エンジニア）ためのトレーニングを

実施し、必要に応じてテキスト及びマニュアルを改訂する。 

4-9. 技術者（テクニシャン）のためのトレーニングテキスト及びマニュアルを作成する。 

4-10. 公的機関及び民間企業の技術者（テクニシャン）ためのトレーニングを実施し、必要

に応じてテキスト及びマニュアルを見直す。 

4-11. 民間企業により設置された太陽光発電システムの品質改善のための規制制度を導入す

る。 

 

5-1. データベースを含む REMP の内容および手法を理解する。 

5-2. REMP の更新手順を作成する。 

5-3. 更新手順に従って、REMP を更新する。 

5-4. REMP 更新のためのガイドラインを作成し、必要に応じて改訂する。 

 

6-1. REMP に基づいて、REA の年間活動計画及び予算を作成する。 

6-2. 会計整理及び予算と資産管理の手順を見直す。 

6-3. 会計整理及び予算と資産管理の改善された手順のための能力開発ニーズを確認する。 

6-4. 改善された手順のためのガイドライン及びマニュアルを作成する。 

6-5. ガイドライン及びマニュアルを活用して会計整理及び予算と資産管理を遂行し、必要

に応じて、ガイドライン及びマニュアルを改訂する。 

 

(9) 投入 

【日本側】 

 専門家 

長期専門家： 地方電化アドバイザー 

短期専門家： 地方電化計画 

 配電計画 

 小水力発電開発 
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 太陽光発電技術及びトレーニング 

 財務管理 

 （その他、必要に応じて配置） 

 本邦研修（配電計画、太陽光発電技術等） 

 機材供与（車輌、太陽光発電システム訓練機器、配電線検査機器等） 

 

【ザンビア側】 

 カウンタパートの配置 

 執務スペースなど 
 旅費などのローカルコスト 

 

2-4 団長所感 

(1) DOE と REA の役割分担 

地方電化法では地方電化の実施は REA の業務として明確に規定されている。しかし本技プ

ロの協議の場では、DOE が REA を監督する官庁として主導権を持って協議に臨むという光

景が見られ、この技プロを実施するに当たって DOE と REA が綱引きをしているように見受

けられた。PDM では実施機関を REA とし、第 1 のターゲット・グループを DOE と REA と

したが、DOE がこの技プロに REA と同じように関わろうとしている背景には、地方電化を

実施するために RGC（Rural Growth Centre）を選択する際の影響力を保持していたいという

政治的背景と、政府開発援助という一つの利権を手放したくないという思いが背後にあるよ

うに感じられる。 

マスタープランでは財務内部収益率により優先順位付けを行なったが、地方電化は政治的

な影響を大きく受けざるを得ないため、現実的に地方電化を実施してゆくためには財務内部

収益率と共に他の要素も入れて、彼ら独自にマスタープランを使って地点選定を行ないたい

と考えているようである。このために DOE はマスタープラン策定の手法を十分理解し、優先

順位の結果を他の要素も入れて検討できるようにしたいと考えていると思われる。また日本

での研修や機材供与は DOE にとっても魅力的であり、そのような支援の受益者としても本技

プロを REA だけに任せたくないという思惑がうかがえる。この点で研修員の選定や供与され

た機材の使われ方については留意する必要がある。 

(2) 配電線による地方電化の実施体制と ZESCO の役割 

配電線による電化は地方電化の根幹であり、まもなく完成予定の地方電化マスタープラン

で特定された 1217 の電化候補地点のうち約 80％が配電線で電化される予定である。しかし

これから配電線による電化を実施するためには、電化候補地点ごとに現地調査を行い、詳細

設計を行なった上で電化機材を調達し、建設工事に至るという過程を全ての地点で踏襲しな

ければならず、これから膨大な作業が待っている。マラウイと異なり、日本の 2 倍の国土に

日本の十分の一の人口が分散しているザンビアでこの作業を効率的に行なうためには、地方

ごとに分散させたプロジェクト・マネージメント体制を作る必要がある。しかし REA は予算
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の制約により地方事務所を設けることは難しいと考えられ、地方に事務所を持っている

ZESCO の組織を使うことは地方電化をザンビアで効率的に実施してゆくうえで必要不可欠

である。 

ZESCO は地方電化により新たに建設される配電線が既存設備に影響を与え、また新規設備

は ZESCO が維持管理をすることになるため、配電線による地方電化については自分たちを含

めなければ地方電化を進めることはできないと考えているようである。また ZESCO の地方事

務所にプロジェクト・マネージメントの体制を作ることについても、ZESCO 自身の地方事務

所の能力強化になることから ZESCO として歓迎していることがうかがわれた。 

(3) 本技プロの重要性と課題 

今までマスタープランがなかったため、地方電化は全体的な視野と見通しがないなかで、

その場限りだけの判断で政治的に行なわれてきた。実施に当たっては DOE が ZESCO に資金

を提供し、選定された電化候補地点の調査から建設までを ZESCO が行なっていた。しかし

DOE と ZESCO 間では、委託業務で通常作成され業務監理の根拠となる正式な契約書を結ば

ずに簡易的な合意書程度の取り決めで事業が進められてきたと思われ、この点でドナーとし

ては不透明な事業と考えざるを得ないのが現状だったと思われる。 

地方電化法により設立された REA の重要な役割は、このような現状を打破して地方電化基

金（REF）を透明性のある形で運用し、ドナーが REF に資金を提供できる環境を整備するこ

とである。これに対し設立されたばかりの REA はこのような役割を果たすための能力がない

ため、地方電化マスタープランが完成する今、JICA に技術協力を求めたものである。この点

で本技プロはザンビア政府が REF を使ってドナーの支援を受け、地方電化を効率的・効果的

に実施してゆくために重要な役割を果たすことが期待されている。 

PDM の協議で合意された技プロの活動は多岐にわたるが、これらの活動はいわば REA が

これから REF を使って地方電化を進める上で実施しなければならない業務事項であり、まさ

にこの技プロは REA 自身が自分でやるべき仕事が適正にできるよう支援するという能力開

発の仕事である。能力開発を行なうためには、組織を構成する個々の職員の能力をまず開発

し、その総体としての組織の能力として定着させてゆく必要がある。REA 職員が日々の業務

を日本人専門家と共に実施してゆくことで、支援が終了した時点で REA が自分でできる体制

を作ることがこの技プロの目的である。しかし多岐にわたる REA の業務事項と配電線・マイ

クロ水力・太陽光発電という技術的要件を考えると、3 年間で組織としての能力をいかに定

着させることができるか、本技プロの大きな課題であり、中間評価と終了時評価の結果を踏

まえて支援期間に柔軟性を持たせることが必要である。 

(4) 十分な投入量の確保 

マラウイでは 2007 年 1 月より“地方電化推進プロジェクト”として、本技プロと類似したプ

ロジェクトが実施されており、本技プロの投入規模はマラウイ程度の規模が想定されていた。

しかしザンビアの国土面積はマラウイの 6 倍あり、配電線による電化のプロジェクト・マネ

ージメントは地域ごとに分散したメカニズムを作ることが必要なこと、また配電線による電

化を実施するためにはパッケージごとの電化計画を現地調査に従って再度作成しなければな

らないこと、太陽光発電ではやはりマラウイと異なりこれまで人材育成がほとんど行なわれ



12 

てこなかったことなど、技プロを開始する上での技術的条件がマラウイとかなり異なること

が今回の事前調査で明らかとなった。このためマラウイ程度の投入規模では中途半端な能力

開発となることは明白で、支援終了後の持続性を担保することは不可能と思われる。このよ

うな本技プロの技術的要件を考えると、投入規模はマラウイと比べて 1.5 倍から 2 倍程度に

なると思われ、十分な投入規模を確保して実施することが持続性を担保するうえで必要であ

る。 

(5) 太陽光発電（PV）のトレーニング 

これまで JICA は PV を使った地方電化プロジェクトを多数実施してきた。これまでの経験

で明らかとなった PV 地方電化の技術的要件の一つは、日本とまったく異なる PV の利用技術

をいかに適正に途上国の技術者（エンジニア・テクニシャン）に教え、さまざまな技術的問

題に柔軟に対応できる技術者の数を増やし、PV が有効に利用される遠隔地にある地域社会で

働いてもらうかである。しかし今までの JICA の PV 地方電化プロジェクトはほとんど全てが

開発調査であったため、PV のトレーニングは行なわれてきたもののそれは設置や適正な利用

のためのその場限りの研修であり、試験制度などを伴った包括的なトレーニングではなかっ

た。しかしこの技プロで求められている PV トレーニングは試験制度なども伴った包括的な

トレーニングであり、PV をシステムとして理解し、実際に現場で役立つハンズオンの技術を

見に付けたさまざまな問題に対応できる人材を育成することである。このような研修を、既

に現場でそれなりの経験を積んでいるザンビアの技術者相手に行ない、試験問題も現場での

応用力を試すものにするためには、彼ら以上の途上国での現場経験が必要となるが、このよ

うな研修講師を務めることのできる人材は極度に限られている。もし安易に人材を確保し PV

トレーニングを実施すると、PV 技術が誤解されて伝達される可能性が高く、ザンビアでこれ

から PV を普及し電化率を向上するための阻害要因にならないよう注意が必要である。これ

が求められている PV 技術トレーニングを実施する人材の現状であり、この現状を踏まえて

PV トレーニングを担当する専門家の確保に当たっては十分な配慮が必要である。 
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第4章 プロジェクトの評価 

 

5 項目評価結果 

本節の最後に示す「表 5-1 主な調査項目」に従って情報を収集し、それらを評価 5 項目の観点

から総合的に判断した結果、本プロジェクト実施の妥当性は高いと判断できる。各項目の評価結

果は次のとおり。 

 

4-1 妥当性 

 本案件は以下の理由から妥当性が高いと判断される。 

①必要性 

・ ザ国の 2004 年時点での全国家屋電化率は 20.4%であるが、都市部家屋電化率 47.3%に対し地

方部家屋電化率は 3.1%にすぎず、都市・地方間格差が大きい。ワークショップ及び聞き取り

調査の結果、地方電化（特に病院や学校などの公共施設及び一般住居）への潜在的なニーズ

が非常に高いことが明らかになった。 

・ エネルギー水資源開発省エネルギー局（DOE）はザ国のエネルギー政策の策定と実施、地方

電化庁（REA）は地方電化の計画策定と実施について、それぞれ能力強化が必要であると認

識しており、同分野での技術協力へのニーズは高い。また、現在電力を供給している ZESCO

にとっても、ZESCO の基準に合致した配電設備が建設されることが望ましい。したがって、

本プロジェクトはターゲットグループのニーズに合致している。 

②優先度 

・ ザ国長期国家開発計画「The Vision 2030」は、2030 年までに全国家屋電化率を 66%（都市

部 90%、地方部 51%）に改善することを国家目標としている。また、「第５次国家開発計画

（2006-2010）」は、地方電化率を引き上げるための戦略として、地方電化マスタープランの

策定と実施、小水力発電の推進、地方電化推進のための資金調達に言及している。したがっ

て、地方電化マスタープランに沿って、配電線延長、太陽光発電、小水力発電による地方電

化の計画・実施を目的とする本プロジェクトは、ザ国の開発計画に合致している。 

・ 「ザンビア国別援助計画（外務省）」は、重点分野として「均衡のとれた経済構造形成の努

力に対する支援」を挙げており、このなかで経済活動を支える基盤としてのインフラ整備に

言及している。地方電化は、都市・地方間格差の縮小、流通・通信の円滑化、産業振興によ

る雇用創出などの基盤となるインフラ整備事業であり、ザ国地方電化の担い手である DOE、

REA、ZESCO の能力向上を目的とする本プロジェクトは、日本の援助政策に合致する。 

③手段としての妥当性 

・ 最近までザ国の電化事業の計画・実施は、実質的に ZESCO が担ってきた。しかし ZESCO は

電力供給事業の採算性確保を政府から求められており、地方電化の実施責任はなく、地方電

化のためには一コントラクターとしての役割が現在求められているだけである。これに対し

地方電化の計画と実施を担う REA は創設されて間もなく、REA の地方電化の能力と経験は非

常に限られたものである。JICA の支援による地方電化マスタープランが 2008 年 1 月に完成す

ることから、これを実施するために REA の能力強化は喫緊の課題であり、本プロジェクトは
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ザ国の抱える開発課題に合致している。 

・ 他ドナーからの聞き取りによれば、現行或いは現在予定されている対象分野のプロジェクト

は、政策・制度形成支援か公共施設(病院・学校等）への太陽光発電システムの設置が中心で

ある。他方、本プロジェクトは、地方電化の実務に必要な技術力の強化、及び太陽光発電シ

ステムの維持管理に関する技術者育成を目的とするものであり、他ドナーのプロジェクトを

補完し、相乗効果をもたらすアプローチであるといえる。 

・ 本プロジェクトのターゲットグループである DOE、REA、ZESCO は、ザ国の電化政策、電化

計画及び実施の中核的な担い手であり、技術協力対象として最適である。 

・ 太陽光発電システムに関する技術研修については、DOE、REA、ZESCO の職員のほかに、公

共施設の技術責任者(保健省、教育省等)、大学等教育機関の技術者、地方自治体の技術者、太

陽光発電システムの民間供給者、民間技術者を対象に含めることを考えている。太陽光発電

システムの利用者がザ国の広大な国土に散在していること、現在の技術水準、そして今後の

波及効果を考えれば、技術研修対象として適当な規模である。 

 

4-2 有効性 

本案件は以下の理由から有効性が認められる。 

・ PDM の構成は論理的であり、プロジェクト目標の達成に必要な成果と活動が過不足なく含ま

れていることがカウンターパート機関との協議で確認された。 

・ プロジェクト目標は、「DOE と REA が、地方電化マスタープランに沿って地方電化の計画・

実施を行う能力が強化される」こととした。地方電化マスタープランに掲げられた電化率目

標値が、現在見込まれる REA の年間予算額と実務能力に比してかなり高く設定されているこ

とから、本プロジェクトでは、REA の年間活動計画（電化率増加目標やプロジェクト実施予

定数を含む）の着実な達成という、より現実的な目標を指標として設定した。 

また、有効性を阻害・貢献する要因としては、次の諸点が想定される。 

・ プロジェクト目標の達成に影響を与える外部条件としては、①ザ国の電化政策が大幅に変更

されないこと、②核となるカウンターパートが少人数であることから、プロジェクト期間中

に中核的なカウンターパート職員が異動・退職しないこと、③地方電化基金が法に則って適

切に配分されること、が想定される。 

・ 地方電化マスタープランは、一定の条件に沿った電化の優先順位付けを提案しているが、政

治的介入等により合理的な優先順位付けが困難になった場合、プロジェクトの有効性が阻害

される可能性がある。 

・ 地方電化基金以外の地方電化予算や資金援助の確保、地方電化に関係する諸機関（民間セク

ターを含む）との協調関係構築、他ドナー案件との相乗効果などが、有効性の発現に貢献す

ると想定される。 

 

4-3 効率性 

本案件は、以下の理由から効率的な実施が見込める。 

・ 配電線延伸による電化については、ZESCO のノウハウや地方事務所を最大限に活用すること

で、より効率よく地方電化が促進される体制づくりを目指す。 

・ 太陽光発電システムの持続性強化・普及促進による電化については、機材の投入によってで
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はなく、太陽光発電システムの技術基準整備や研修システムの確立（トレーナーの育成とそ

のトレーナーによる地方技術者の能力強化）により、少ない投入でより広範囲の太陽光発電

システム維持管理をカバーできる体制作りを目指す。 

 

4-4 インパクト 

本案件のインパクトは以下のように予測できる。 

・ 本プロジェクトでは、ザ国の地方電化の実施機関である REA と政策策定を担う DOE を主要

なカウンターパート、国内最大の電力供給事業体 ZESCO を準カウンターパートと位置付け、

それぞれの組織の役割に応じた地方電化の技術力とマネージメントを向上させることで、上

位目標へのインパクトを見込んでいる。 

・ ザ国は日本の約 2 倍の国土に約 1 千万人が散住していることから、配電線の延伸による電化

には限界がある。このため、未電化地域に太陽光発電システムが導入されてきたが、同シス

テムの技術基準や維持管理体制が十分整っていないため、太陽光発電の更なる普及や効果的

活用が阻害されている。本プロジェクトは、中央・地方の技術者を対象に、太陽光発電シス

テムの技術基準、システム・デザイン、設置、維持管理に関する一連の研修を実施すること

により、配電線延伸の難しい地域における太陽光発電システムの利用を強化・促進すること

を目的としており、これが上位目標につながっていくと見込んでいる。 

 

4-5 自立発展性 

本案件の自立発展性の見込みは、以下のように予測できる。 

①政策 

 ザ国の地方電化政策は、同国の中長期国家開発計画の重点課題に位置づけられており、地方電

化マスタープランも策定されることから、プロジェクト目標、上位目標などのプロジェクトが目

指している効果は、援助終了後も持続する可能性が高い。 

②組織・制度 

 本プロジェクトのターゲットグループである DOE、REA、ZESCO は、ザ国の電化政策、電化

計画及び実施の中核的な担い手であり、これら機関の基本的な役割及び組織･制度は、援助終了後

も継続すると見込まれる。 

③技術力 

 配電線延伸に関する電化については、ZESCO は、地方電化に必要な技術力を既に保有している。

また、本プロジェクトを通じて REA 及び DOE が能力強化を達成できれば、上位目標の達成に必

要な技術力が確保される見通しである。他方、太陽光発電システム及び小水力発電による電化に

ついては、いずれの機関も技術力、実務経験共に不足していることから、さらなる技術力の強化

が必要となると思われる。 

④財源 

 地方電化マスタープランの目標値達成に必要な財源の継続的な確保は、非常に難しいと思われ

る。しかし、少なくとも地方電化基金が適切に配分され続ければ、一定の電化事業の継続が可能

になると見込まれる。 
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表 5-1 主な調査項目 
大項目 中項目 調査項目 

0-1 投入計画 ザンビア側及び日本側の投入予定 
0-2 活動計画 各成果を達成するための活動 

0-3 成果達成の見込み 成果 1～6 の達成見込み 

0-4 プロジェクト目標達成見込

み 
「REMP の計画及び実施に係る DOE 及び REA の能

力強化が図られる」見込み。 

0-5 上位目標の達成見込み 「REMP に従って、地方部での電化が促進される」

見込み。 
0-6 活動の進捗 プロジェクト進捗のモニタリング体制 
0-7 実施上の課題と取り組みの

計画 左記のとおり 

0-8 実施体制と関係部署間の連

携状況 左記のとおり 

0-9 C/P の業務遂行状況 C/P の数や能力、コミュニケーション、積極性 

０．プロジェクト

実績/実施プロセス 
 
プロジェクトは何

を達成する見込み

か 

0-10 相手国実施機関の主体性 ODA プロジェクトに対する実施機関のオーナーシッ

プ 
1-1 .必要性 対象地域･社会のニーズに合致しているか 
 ターゲットグループのニーズに合致しているか 

1-2 優先度 相手国の開発政策及び日本の援助政策・JICA の国別

事業実施計画との整合性はあるか 

1-3 手段としての妥当性 
プロジェクトは、相手国の対象分野･セクターの開発

課題に対する効果をあげる戦略として適切か（アプ

ローチ、対象、地域の選択、他ドナーとの援助協調）

 ターゲットグループの選定は適正か(対象・規模） 

1.妥当性 
 
プロジェクト実施

の正当性、必要性

はあるか 

 公平性の観点から妥当か 
2-1 プロジェクト目標達成見込

み 「0-4 プロジェクト目標達成見込み」と同じ 2.有効性 
 
プロジェクト目標

は達成される見込

みか 

2-2 阻害・促進要因、成果・外部

条件との因果関係 
プロジェクト目標に至るまでの外部条件の影響はあ

るか、有効性を阻害･貢献する要因は何か 

3-1 「投入｣の適正度 C/P の配置、C/P の業務管理体制、専門家派遣、機材

供与、研修の適正度 
3.効率性 
プロジェクトは効

率的に達成される

見込みか 
3-2 成果（アウトプット、プロジ

ェクト目標）の達成見込み 

・「0-3 成果達成の見込み」「0-4 プロジェクト目

標達成見込み」と同じ 
・プロジェクトの実施プロセスを阻害・促進する要

因は何か 

4-1 上位目標達成の見込み 「0-5 上位目標の達成見込み」と同じ 
4-2 プラスのインパクト 上位目標以外のプラスの波及効果の可能性 

4.インパクト 
プロジェクトの長

期的、波及的効果

はあるか 4-3 マイナスのインパクト マイナスの波及効果可能性の有無確認 

5-1 政策の継続性 
プロジェクトに関連する国家政策の継続見込み 

5-2 組織･制度的自立発展性 プロジェクトの継続実施可能性、DOE、REA、ZESCO
における今後の地方電化の方向性、位置付け 

5-3 技術的自立発展性 ターゲットグループへの技術移転度とその定着度、

機材維持管理能力 
5-4 財政的自立発展性 DOE、REA の予算の確保 

5.自立発展性 
 
JICA の協力終了

後、その効果は持

続するか  

5-5 自立発展性の阻害・促進要因 左記のとおり 
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第5章 技術協力実施上の留意点 

 

5-1 総論 

本プロジェクトは、JICA の支援によって策定された地方電化マスタープランに沿って、REA

と DOE が地方電化の計画と実施、同マスタープランの更新を行えるよう能力開発することを目

的とする。従って、プロジェクト目標の達成度を測る標準的な指標としては、地方電化マスタ

ープランに掲げられた年次電化率目標値を用いることが考えられる。しかしながら、同マスタ

ープランの年次電化率目標値は、2030 年時点での国家目標を所与のものとし、これを達成する

ためには毎年どれくらい電化していく必要があるかという視点で計画されていることから、実

際には、現在見込まれる REA の年間予算額と実務能力に比してかなり高く設定されていると言

える。こうした事情を踏まえ、本プロジェクトでは、REA の年間活動計画（電化率増加目標や

プロジェクト実施予定数を含む）の着実な達成という、より現実的な目標を指標として設定し

ている。REA は、創設から間もないこともあり、地方電化プロジェクトに関する年間活動計画

の作成に必ずしも習熟していないと思われる。しかし、同年間活動計画はプロジェクト目標の

達成度を測る重要な指標であることから、毎年、REA がその時々の技術力と財務力に見合った

適切な活動計画を策定できるよう、本プロジェクトの実施プロセスでも十分留意する必要があ

る。 

5-2 他ドナーとの調整 

2006 年 12 月より、SIDA が REA に対して、地方電化の実施及び更新に係る技術協力を行っ

ているところ、本プロジェクトで派遣される長期専門家は、SIDA 及び SIDA プロジェクト専門

家/コンサルタントと密に情報交換を行い、調整を図りながら活動を行う必要がある。 

SIDA の協力内容は上述の第 4 章(4)2）のとおりであるが、SIDA の技術協力のうち、本プロ

ジェクト実施にあたり留意すべき点は以下のとおりである。 

 

 REA と地方電化関係組織（DOE、ZESCO、ERB）の役割分担については、SIDA による技

術協力で整理する予定であることから、同支援による合意内容を事前に確認し、役割分担

の明確化を図る。 

 SIDA が実施する PREPs は REMP から選定され、配電網、太陽光発電、小水力発電による

電化が対象となる得ることから、どのように PREPs を通して REA の能力向上を図るのか、

SIDA 及び REA と適宜情報交換を行い、本プロジェクト活動と調整を図りながら実施する

必要がある。 

 REA が実施すべき業務内容に係るトレーニングも予定されていることから、本プロジェク

トと齟齬がないよう、事前にトレーニング内容（テキスト、マニュアルを含む）を確認す

る必要がある。 

 太陽光発電の技術基準については、設計指針、適用基準、据付・維持管理に係る要求事項

を整理し、標準入札図書として取りまとめる予定である。このため、本プロジェクトにて

補足的に追加・修正する技術基準と齟齬がないよう、事前に確認し、調整を図りながら実

施する必要がある。 
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 REMP 更新並びに RGCs 電化計画手法も SIDA が補足的に支援することから、SIDA と調整

しながら REA への指導、助言を行う必要がある。 

 

 

5-3 環境社会配慮 

汚染対策、自然・社会環境等への配慮については、地方電化の計画と実施に関する活動の実

施プロセスに組み込み、実行を徹底すべきである。ZESCO では現在も電化事業計画の過程で環

境アセスメントを実施していることから、本プロジェクトでも現行の制度を参考に、ザンビア

地方部の現状に合致するよう改良・改善し、地方電化の計画と実施の過程における自然・社会

環境配慮のルーティン化を目指していくことが期待される。 

 



 
 
 

付 属 資 料 

 

 

 

１．要請書 

２．署名した M/M 

３．事業事前評価表 

４．署名した R/D 

５．現地踏査記録 

６．収集資料リスト 

 





１. 要請書





















２. 署名した M/M

















































 1

事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

作成日：平成 20 年 10 月 31 日 

担当部・チーム：ザンビア事務所 

１．案件名 

ザンビア国地方電化能力開発プロジェクト 

２．協力概要 

（１） プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要 

     本プロジェクトは、開発調査を通じて策定されたザンビア国地方電化マスタープラン

（REMP）が、エネルギー・水資源開発省（MEWD）エネルギー局（DOE）及び地方電化庁（REA）

によって適切に実施されるため、両機関の計画策定及び実施の技術的能力の向上、プロジ

ェクトマネージメント体制の改善、太陽光発電システムのマネージメント能力強化、REMP

の更新、及び地方電化基金の財務管理能力を改善するものである。 

（２）協力期間（案） 

2009 年 3月 - 2012 年 3月（3年間） 

（３）協力総額（日本側） 

約 3億円 

（４）協力相手先機関 

 プロジェクト主務官庁：エネルギー・水資源開発省エネルギー局（Department of Energy: 

DOE, Ministry of Energy and Water Development: MEWD） 

プロジェクト実施機関：地方電化庁（Rural Electrification Authority: REA） 

（５）国内協力機関 

本プロジェクト委託先会社/組織（未定） 

（６）裨益対象者及び規模等 

 ①直接的裨益者 

REA 職員(約 20 名)と DOE 職員（約 20 名）（第一ターゲットグループ）、及び太陽光発電シ

ステムに関する技術研修を受講するザンビア電力供給公社（ZESCO、ザンビア国内の大半の

発電所及び送電網を保有している公益電力会社）職員、公的機関及び民間企業の技術者（第

二ターゲットグループ）を直接の裨益者とする。 

 ②間接的裨益者 

電力供給を受ける全国民（特に地方部住民）（2007 年、全人口約 11．5 百万人（うち地方

人口約 7.5 百万人）） 

３．協力の必要性・位置付け 

（１） 現状及び問題点 

ザンビアは、安定的且つバランスの取れた経済基盤の構築及び貧困削減を目的として、基

礎インフラである電力供給の強化を図っている。その中でも、電力へのアクセス向上を最優

先課題と位置づけ、2030 年までに地方電化率を現在の 3.1%から 51%に、都市電化率を現在の

47%から 90%にすることを目指しており、日本政府の支援により REMP を策定した（2008 年 1

月完成）。 

  REMP については、DOE の監理の下、2003 年 12 月の地方電化法制定により設立された REA

３. 事業事前評価表
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が、地方電化基金（REF、地方電化事業を実施するための基金）を活用して、地方電化事業の

計画と実施を担当することになる。 

しかし、最近までザンビアの電化事業の計画・実施は、社会主義政策の下、国営会社であ

った ZESCO が担ってきた。ザンビアが社会主義政策を止め、ZESCO が民営化された現在は、電

力供給事業の採算性確保を政府から求められているため、地方電化の実施責任はなく、機材

調達及び建設を行う業者としての役割が求められているだけである。これに対し地方電化推

進のため設置された REA は、創設されて間もないこともあり、地方電化事業に係る経験と能

力は限られている。REMP が完成し、同プランに基づき早急な地方電化事業の実施が求められ

ていることから、REMP の実施主体である REA の、REMP に基づいた年間活動計画の策定、事業

実施・監理、財務管理能力及び配電網延伸が効率的でない地域への太陽光発電システムの導

入に係る技術的能力強化は喫緊の課題である。また、策定された REMP を DOE 及び REA が適切

に更新するための能力向上も課題となっている。 

（２） 相手国政府国家政策上の位置付け 

ザンビア政府は、2007 年、第 5次国家開発計画（2006 年-2010 年）及び VISION 2030(2030

年までの中長期国家開発計画)を発表し、2030年までに中所得国になることを謳っている。 

  それら国家開発計画の中で、以下のとおり地方電化の重要性が明示されており、本プロジ

ェクトは、ザンビアの開発計画に合致している。 

1) VISION 2030 

   エネルギーは、社会・経済開発のための重要な基礎インフラである。また、地方の未

電化地域では、多くの家屋が薪を使用しており、森林伐採による長期的な環境破壊が懸

念されている。総じて、2030 年までに、ザンビア全土における安定的で、環境に易しく、

且つ経済的なエネルギー供給達成が目標として掲げられている。 

  2）第 5次国家開発計画 

電力は地方の貧困削減及び産業振興強化に資するインフラ整備として重要であるとし、

地方電化を地方電化マスタープランの策定・実施を通じて実施していくこと、また、薪を

多用する地方の未電化地域においては、再生可能エネルギー（太陽光エネルギー等）の開

発・普及が重要であること、を謳っている。 

（３） 我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置付け（プログラムにおける 

位置付け） 

「ザンビア国別援助計画」は、重点分野として「均衡のとれた経済構造形成の努力に対す

る支援」を挙げており、このなかで経済活動を支える基盤としてのインフラ整備を一つの

開発課題としている。その開発課題に対する支援として、我が国はザンビアの REMP 策定支

援を実施し、その支援に引き続き、相手国政府自身によるマスタープラン更新及び事業計

画の実現が可能となるよう技術移転を行うことが本プロジェクトの目的である。よって、

日本の対ザンビア国別援助計画との整合性が高く、JICA の事業実施方針にも合致している。

 また、2008 年 5 月に開催された TICAD-IV の重点事項として「成長の加速化（インフラ整

備等）」及び「環境・気候変動への対処」が取上げられたこともあり、環境に配慮した電化

事業強化の支援を実施する本技術支援の取り組みは、それら重点事項の具体的な取り組み

と言える。 
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４．協力の枠組み 

（１）協力の目標（アウトカム） 

① 協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 

［目標］REMP の実施及び更新に係る DOE 及び REA の能力が強化される。 

［指標］REA による年間活動計画が適切に実施され、同年間計画の目標電化率が達成される。 

② 協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 

［目標］REMP に従って、地方部での電化が促進される。 

［指標］2015 年までに、地方部における家屋電化率がザンビア政府の決めた目標値に達する。

（２）活動及びその成果（アウトプット） 

① 活動、そのアウトプットと指標・目標値 

[成果 1] DOE/REA の地方電化年間計画策定のための技術的能力が開発され強化される。 

［指標］ 

1) 必要なマニュアルが作成される。 

2) DOE/REA による年間活動計画が策定される。 

3) ルーラル･グロース･センター（RGC）1電化計画が策定される。 

4) フィージビリティー調査（F/S）レポートが作成される。 

[活動]  

1-1.   REMP の RGC パッケージ化手法2をレビューする。 

1-2. RGC 電化計画の調査対象パッケージを選定する。 

1-3. 技術、経済、財務、環境、社会分析等を含む RGC 電化計画のための研修を実施する。

1-4. 配電線延伸、小水力発電、太陽光発電システムによる RGC 電化計画策定に必要な情

報を収集するために RGC を踏査する。 

1-5. RGC 電化計画策定のためのマニュアルを作成する。 

1-6. 配電線延伸及び小水力発電による RGC 電化のための F/S を実施する。 

1-7. 配電線延伸及び小水力発電による電化の F/S マニュアルを作成する。 

1-8. 計画策定に上述のマニュアルを活用するとともに、必要に応じて更新する。 

[成果 2] REA の地方電化実施のための技術的能力が強化される。 

[指標]  

1) 必要なマニュアルが作成される。 

2) 詳細設計（D/D）レポートが作成される。 

3) 建設工事が竣工される。 

[活動] 

2-1. 配電線延伸および小水力発電による電化の詳細調査・設計（D/D）を行う。 

2-2. 配電線延伸および小水力発電による電化の D/D マニュアルを作成する。 

2-3. D/D マニュアルを活用するとともに、必要に応じて更新する。 

2-4. 建設工事を施工監理する。 

2-5. 施工監理のためのマニュアルを作成する。 

                                                   
1 ザンビアの地方住民の換金箇所、生活必需品購入場所及び公共サービス享受箇所として機能する地方の経済活動

中心地並びに住民の集住する場所は、ルーラルグロースセンターと名付けられている 
2 REMP では、1217 未電化 RGC を 180 のプロジェクトパッケージにグループ化し、電化優先順位及び各 RGC の最適

電化モードを提案した 
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2-6. 施工監理のためのマニュアルを活用するとともに、必要に応じて更新する。 

[成果 3] REA のプロジェクトのマネージメント体制が改善され強化される。 

 ［指標］ 

1) 入札書類が作成される。 

2) 必要なマニュアルが作成される。 
3) F/S リポートが適切に作成される。 
4) D/D レポートが適切に作成される。 
5) 建設工事が適切に竣工される。 

［活動］ 

3-1. RGC 電化計画の調査のための入札書類を作成する。 

3-2. RGC 電化計画のための契約プロセスを遂行し、必要に応じて契約書類を見直す。 

3-3. 配電線延伸及び小水力発電電化の F/S のための入札書類を作成する。 

3-4. 配電線延伸及び小水力発電電化の F/S のための契約プロセスを遂行し、必要に応じて

契約書類を見直す。 

3-5. 計画業務のプロジェクト・マネージメントのためのマニュアルを作成する。 

3-6. 配電線延伸により電化される RGCs を再パッケージする。 

3-7. 小水力発電により電化される RGCs を再パッケージする。 

3-8. 配電線延伸及び小水力発電による電化の再パッケージの、D/D、機材調達、建設に係

る入札書類をそれぞれ作成する。 

3-9. D/D の契約プロセスを遂行し、必要に応じて契約書類を見直す。 

3-10. 機材調達のための契約プロセスを遂行し、必要に応じて入札書類を見直す。 

3-11. 建設のための契約プロセスを遂行し、契約書類を必要に応じて見直す。 

3-12. 現行のプロジェクト・マネージメント体制を見直し、評価する。 

3-13. 地方に分散したメカニズムを含む、改善されたプロジェクト・マネージメント体制を

導入する。 

[成果 4] DOE 及び REA の太陽光発電システム普及のための環境整備・管理能力及び公的機関、

民間技術者（ZESCO 等）の同システム設置、維持管理のための技術的能力が開発され強化される

[指標] 

   1) 太陽光発電システムの技術基準を策定する。 

   2) 太陽光発電システム普及の戦略計画を作成する。 

  3) 人材開発計画が作成される。 

   4) 人材開発計画で求められるレベルのトレーナー、検査員及び技術者（エンジニア、テ

クニシャン）がそれぞれ XX 人3育成される。 

   5) 必要なテキスト及びマニュアルが作成される。 

[活動]  

4-1. DOE 及び REA を対象に、太陽光発電システムの基礎研修を実施する。 

4-2. 太陽光発電システムの技術基準を策定する。 

4-3. 地方電化のための太陽光発電システム普及の戦略計画を作成する。 

4-4. 戦略計画に基づき、人材開発計画を作成する。 

4-5. トレーナーズトレーニングのためのテキスト及びマニュアルを作成する。 

4-6. 人材開発計画に基づき、トレーナーズトレーニングを実施し、必要に応じてテキスト

及びマニュアルを改訂する。 

4-7. 検査員及び技術者（エンジニア）のためのトレーニングテキスト及びマニュアルを作

成する。 

4-8. 人材開発計画に基づき、検査員及び民間技術者（エンジニア）ためのトレーニングを

                                                                                                                                                               
3 XX 人については、プロジェクト開始後半年以内に決定することとする 
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実施し、必要に応じてテキスト及びマニュアルを改訂する。 

4-9. 技術者（テクニシャン）のためのトレーニングテキスト及びマニュアルを作成する。

4-10. 公的機関及び民間企業の技術者（テクニシャン）ためのトレーニングを実施し、必要

に応じてテキスト及びマニュアルを見直す。 

4-11. 民間企業により設置された太陽光発電システムの品質改善のための規制制度を導入

する。 

[成果 5] REMP を更新する能力が開発され強化される 

［指標］ 

1) REMP が適切に更新される。 

 2) ガイドラインが作成される。 

[活動] 

5-1. データベースを含む REMP の内容および手法を理解する。 

5-2. REMP の更新手順を作成する。 

5-3. 更新手順に従って、REMP を更新する。 

5-4. REMP 更新のためのガイドラインを作成し、必要に応じて改訂する。 

[成果 6] REA の REF の財務管理能力が開発され強化される 

[指標] 

1) 必要なガイドラインが作成される。 

   2) 財務レポートが適切に作成される。 

[活動]  

6-1. REMP に基づいて、REA の年間活動計画及び予算を作成する。 

6-2. 会計整理及び予算と資産管理の手順を見直す。 

6-3. 会計整理及び予算と資産管理の改善された手順のための能力開発ニーズを確認する。

6-4. 改善された手順のためのガイドライン及びマニュアルを作成する。 

6-5. ガイドライン及びマニュアルを活用して会計整理及び予算と資産管理を遂行し、必要

に応じて、ガイドライン及びマニュアルを改訂する。 

（３）投入（インプット） 

① 日本側（総額約 3億円） 

 長期専門家：地方電化アドバイザー 

 短期専門家：地方電化計画 

 配電計画・配電設備 

 小水力発電開発 

 太陽光発電技術及びトレーニング 

        財務管理 （その他、必要に応じて配置） 

 本邦研修（配電計画、太陽光発電技術等） 

 機材供与（車輌、太陽光発電システム訓練機器、配電線検査機器等） 

② ザンビア側 

 カウンターパート人員の配置 

 サポートスタッフ（運転手等）の配置 

 プロジェクト活動に必要な日本人専門家執務室、施設の提供 

 ローカルコストの負担（カウンターパートのプロジェクト活動に係る国内交通費等）
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（４）外部要因（満たされるべき外部条件） 

[前提条件]  

1) ZESCO の貢献が確保される。 

[成果達成のための外部条件] 

1) トレーニングや活動に参加しているカウンターパートがプロジェクト期間中に異動し

ない。 

2) REF が法に従って適切に配分される。 

[プロジェクト目標達成のための外部条件] 

1) 第 5 次国家開発計画が大きく変更されない。 

2) トレーニングや活動に参加しているカウンターパートがプロジェクト期間中に異動し

ない。 

[上位目標達成のための外部条件] 

1) 第 5 次国家開発計画が大きく変更されない。 

2) 家屋内への配電線引き込み及び接続費用が地方部の一般消費者にとって支払い可能な

程度に設定される。 

3) 地方電化のために十分な財源が確保される。 

５．評価 5項目による評価結果 

以下の視点から評価した結果、協力の実施は適切と判断される。 

(1) 妥当性 

 本案件は以下の理由から妥当性が高いと判断される。 

①必要性 

・ ザンビアの 2004 年時点での全国家屋電化率は 20.4%であるが、都市部家屋電化率 47.3%に対

し地方部家屋電化率は 3.1%にすぎず、都市・地方間格差が大きい。都市・地方間格差を是

正し、地方部住民の生活向上及び社会・経済活動の活性化を促進することは、ザンビア政府

の重要課題となっている。また、地方部における電化ニーズは、REMP 策定調査を通じて確

認されている。 

・ 地方電化をマスタープランに沿って実施していくことは第 5 次国家開発計画にて明示され

ているが、その実施を担う行政機関（DOE 及び REA）の実践的な経験及び能力不足により、

効率的に事業を実施していくのが困難な状況であり、ザンビア政府もこの問題を認識してい

る。また、援助機関の間でもこの問題は共有されており、REF への資金協力を検討している

援助機関からも、REA の能力強化は喫緊の課題であることが提起されていることから、本技

術協力へのニーズは高い。 

②優先度 

・ REMP では、2030 年までに全国家屋電化率を 66%（都市部 90%、地方部 51%）に改善すること

を国家目標としている。また、第 5次国家開発計画は、地方電化率を引き上げるための戦略

として、REMP 策定と実施、小水力発電の推進、地方電化推進のための資金調達に言及して

いる。したがって、REMP に沿って、配電線延長、太陽光発電及び小水力発電による地方電

化の計画及び実施を目的とする本プロジェクトは、ザンビアの開発計画に合致している。 
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・ 「ザンビア国別援助計画」は、重点分野として「均衡のとれた経済構造形成の努力に対する

支援」を挙げており、このなかで経済活動を支える基盤としてのインフラ整備に言及してい

る。地方電化は、都市・地方間格差の縮小、流通・通信の円滑化、産業振興による雇用創出

などの基盤となるインフラ整備事業であり、ザンビア地方電化の担い手である DOE、REA 及

び ZESCO の能力向上を目的とする本プロジェクトは、日本の援助政策に合致する。 

③手段としての妥当性 

・ 現行或いは現在予定されている当該分野の他援助機関によるプロジェクトは、政策・制度形

成支援や公共施設(病院・学校等）への太陽光発電システムの設置が中心である。他方、本

プロジェクトは、地方電化の実務に必要な技術力の強化、及び太陽光発電システム普及のた

めの技術者育成を目的とするものであり、他援助機関のプロジェクトを補完し、相乗効果を

もたらすものである。 

・ 本プロジェクトのターゲットグループである DOE、REA 及び ZESCO は、ザンビアの電化政策、

電化計画及び実施の中核的な担い手であり、技術協力対象として最適である。 

・ 太陽光発電システムに関する技術研修については、DOE、REA 及び ZESCO の職員のほかに、

公共施設の技術責任者(保健省、教育省等)、大学等教育機関の技術者、地方自治体の技術者、

太陽光発電システムの民間供給者及び民間技術者を対象に含める。太陽光発電システムの利

用者がザンビアの広大な国土に散在していること、現在の技術水準、そして今後の波及効果

を考えれば、技術研修として適当な規模である。 

(2) 有効性 

本案件は以下の理由から有効性が認められる。 

・ REMP に掲げられた電化率目標値は、ザンビア政府が決めた電化率達成目標値に基づいてお

り、現在見込まれる REA の年間予算額と実務能力に比して高く設定されている。そのため、

本プロジェクトでは、REA の年間活動計画（電化率増加目標やプロジェクト実施予定数を含

む）の着実な達成という、より現実的な目標を指標として設定し、それに向けて必要とされ

る成果を設定した。 

・ 目標を達成するために、成果１で最初の計画策定の能力強化、成果２で地方電化実施のため

の技術力強化（職員に必要とされる設計能力及び入札手続き）、成果３でプロジェクトのマ

ネージメント体制強化が行われる。これらにより、地方電化の基本的手法である配電線延伸

及び小水力発電による地方電化の DOE 及び REA の計画及び実施能力の向上を図る。 

・ また、成果４では、配電線延伸及び小水力発電ではカバーできない地域の電化手段として、

太陽光発電の人材育成を地方電化の構成要素として組み込む。この成果により当国に適した

地方電化の政策立案と、そのための能力開発が行われ、目標達成に有効な要素となる。 

・ 成果５で、成果１から成果４までを踏まえた計画の更新、成果６で全体の財務管理の能力の

向上を図る成果としている。以上により、プロジェクト目標にある DOE の地方電化の包括的

な政策・計画立案、及び REMP 更新能力、そして REA の計画・実施及びプロジェクト監理能

力の向上が見込まれる。したがって、プロジェクト目標と成果の関係は有効性が高いと判断

できる。 

また、有効性を阻害・貢献する要因としては、次の諸点が想定される。 
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・ プロジェクト目標の達成に影響を与える外部条件としては、①ザンビアの電化政策が大幅に

変更されないこと、②核となるカウンターパートが少人数であることから、プロジェクト期

間中に中核的なカウンターパート職員が異動・退職しないこと、③地方電化基金が法に則っ

て適切に配分されること、が想定される。 

(3) 効率性 

本案件は、以下の理由から効率的な実施が見込める。 

・ 2003 年 12 月に設立された REA は、まだ新しい組織のため、地方電化に必要な知識と経験が

不足しており、個別の地方電化関連技術から、組織管理、経理のノウハウまで REA の非常に

幅広い能力強化が求められている。 このため、類似案件「マラウイ国地方電化推進プロジ

ェクト」と同様に、プロジェクト全体を統括・モニターする長期滞在型専門家１名と、機動

的に派遣する各分野の短期専門家を組み合わせた投入により、効率的な協力の管理が見込め

る。 

・ 太陽光発電システムの持続性強化・普及促進による電化については、類似案件である「フィ

リピン国地方電化プロジェクト」により、機材の投入によってではなく、太陽光発電システ

ムの技術基準整備や研修システムの確立（トレーナーの育成とそのトレーナーによる地方技

術者の能力強化）が、少ない投入で広範囲の太陽光発電システム維持管理をカバーできる体

制作りに資することが確認されており、本プロジェクトもそれを踏襲している。 

(4) インパクト 

本案件のインパクトは以下のように予測できる。 

・ JICA は 2008 年 1 月に REMP の調査結果をザンビア政府に提出したが、その実施機関である

REA と監督官庁である DOE の実施能力が不足していることが問題となっている。本案件は、

それぞれの組織の役割に応じた地方電化の技術力とマネージメント力を向上させることで

地方電化事業を担う組織の強化及び効率化を図り、REMP に沿った電化を通じて上位目標の

達成に資するものである。 

・ 地方における電化率の向上は、産業振興、雇用創出、生産性向上等による地域経済活性化へ

の波及効果に加え、教育や医療など社会サービスの質の向上にも資するものである。 

(5) 自立発展性 

以下により、本案件による効果は、相手国政府によりプロジェクト終了後も継続されるもの

と見込まれる。 

①政策 

  ザンビアの地方電化政策は、同国の VISION 2030 の重点課題に位置づけられており、第 5

次国家開発計画においても、地方電化マスタープランの策定・実施が明示されていることか

ら、援助終了後も政策的に地方電化の重要性は変わらない。 

②組織・制度 

  本プロジェクトのターゲットグループである REA は、2004 年に制定された地方電化法によ

り、地方電化基金を独立して管理・運営し、地方電化事業を計画・推進していく機関として

位置づけられている。REA の主管省であり地方電化政策の計画・更新を行う DOE 及び国内最大

の電力供給公社である ZESCO を含めた、これら３機関は政策の元にザンビアの電化政策、電
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化計画及び実施の中核的な担い手として位置づけられていることから、上記政策の変更がさ

れない限り、援助終了後もそれら機関が主体的に事業を継続することになる。 

③技術力 

  経済的に採算が見込める配電線延伸による電化技術については、ZESCO は基礎的な技術力は

有しているが、本プロジェクトを通じて REA 及び DOE の能力強化と併せて技術力強化を行う

ことにより、必要な技術力が全体で維持される。また、技術水準の維持のため、マニュアル

の作成、更新に係る技術移転を実施するほか、太陽光発電システムによる電化技術について

は、トレーナーズトレーニングによる技術移転を行い、持続的な人材育成が期待される。 

④財源 

  電気料金の 3％が REF に計上される仕組みとなっており、地方電化事業の実施に必要な一定

の財源は確保されているが、REMP の目標値達成のためには同財源だけでの対応は困難であり、

政府は、世銀、EU の資金協力に合意するなどして、援助機関からの資金調達を実施している。

今後、国家予算より REF に一定の予算配分が行われることになれば、安定した電化事業の継

続が可能になる。 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

 REMP では、電化の経済性も勘案した上で、電化パッケージの優先順位を付しているが、電

化事業の実施にあたっては、公共性（地方の学校や医療施設）への優先的な配慮も行う。

従って、本技術支援を行う際には、必要に応じて教育省や保健省もステイクホールダーと

して含めることとする。 

 汚染対策、自然・社会環境等への配慮については、地方電化の計画と実施に関する活動の

実施プロセスに組み込み、実行を徹底する。ZESCO では電化事業計画の過程で環境アセスメ

ントを実施していることから、本プロジェクトでもこれを参考に、自然・社会環境配慮の

習慣化を目指していく。 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

地方電化に係る類似技術協力プロジェクトとして、同じ内陸国で隣国のマラウィ「地方電

化推進プロジェクト」の事例がある。同マラウィプロジェクトと同様なアプローチ及び投入

が想定されたが、事前評価で特に以下の異なる点が明確となった。 

１）ザンビアの国土面積はマラウィのほぼ 6 倍であり、配電線による電化のプロジェクト・

マネージメントは地域ごとに分散したメカニズムを作る必要がある。 

２）配電線による電化を実施するためには、地方電化マスタープランの中で提示されている

パッケージごとの電化計画を現地調査に従って再度作成しなければならない。 

３）太陽光発電に関しては、ザンビアではこれまで人材育成がほとんど行なわれてこなかっ

た。 

８．今後の評価計画 

 中間評価：プロジェクト終了の約 1.5 年前（2010 年 9 月） 

 終了時評価：プロジェクト終了の約半年前（2011 年 9 月） 

 事後評価：プロジェクト実施後 3～5年後を目処に実施 
 





４. 署名した R/D
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